
省令準耐火構造省令準耐火構造（在来木造住宅）（在来木造住宅）＆＆

【【フラット３５フラット３５ 】】ＳＳ技術基準技術基準
セミナー開催のご案内です！セミナー開催のご案内です！

１ 在来木造住宅の省令準耐火構造の仕様解説（住宅金融支援機構職員）

３ フラット３５Ｓの仕様解説（住宅金融支援機構職員）

２ 省令準耐火構造とした住宅の火災保険のご案内（損害保険会社担当者）

在来木造住宅の設計・施工事業者の皆様へ

＜セミナーの内容＞

主催

・火災保険の面で大きなメリットのある
「省令準耐火構造」が、在来木造住宅でも
ご利用いただけるようになりました。

４ フラット３５のメリット及び活用方法（住宅金融支援機構職員）

・今回のセミナーでは、在来木造住宅の省令
準耐火構造の仕様、設計・施工のポイント
及び火災保険面でのメリットについて紹介
いたします。

・また、金利引下げの対象となるフラット３５Ｓ
（優良住宅取得支援制度）の技術基準など
についてもわかりやすく説明いたします。

《省令準耐火構造の概要》

◯参加費は無料です。
◯右記の担当窓口まで、開催日の前日までに、
①本用紙で、以下の事項を記載してＦＡＸにてお申込みいただくか、
又は

②電話で参加人数等以下の事項をご連絡ください。

住宅金融支援機構九州支店
営業推進グループ
ＴＥＬ ０９２－７２２－５０２８
（ＴＥＬ受付 月～金 9:00～17:00）
ＦＡＸ ０９２－７１５－１８０２
担当 ： 岩井田、五十嵐

（旧住宅金融公庫）

お申込み・お問合わせ

参加費
無料

定員
150名

日時・会場

○ 平成２１年９月１０日（木） １３：３０～１６：３０

会場： 都久志会館 ４階大会議室
福岡市中央区天神４－８－１０ ＴＥＬ： ０９２－７４１－３３３５

名ご参加人数ＴＥＬ

参加者ご氏名
（お一人様のみで結構です。）

御社ご住所

御 社 名

FAX： ０９２－７１５－１８０２
住宅金融支援機構 九州支店 営業推進グループ 行


